










診療所外来利用者数の将来推計（仮称）について
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診療所外来利用者数の将来推計（仮称）について

○ 診療所外来利用者数は、「社会保障改革に関する集中検討会議（第十回）（参考資料１－２）医療・介護に係る長期推計」（平成２３年６月２日

内閣官房）の現状投影シナリオを用い、同様の方法により延長したもの。

○ 診療所医師数は、2010年医師・歯科医師・看護師調査を用いて10年毎に推計、①40歳以上は平成22年簡易生命表死亡率による死亡減少のみ

を見込み、②39歳以下は医学部定員（平成24年度以降は一定と仮定）に対する医療施設従事医師数の比率を一定と仮定して算出した。

医療施設従事医師数のうち、診療所医師数の割合は足下実績で固定した。

（資料：東京大学辻作成）



２．地域包括ケアと在宅医療・介護連携



地域包括ケアシステムの定義
・地域包括ケアシステムは、「ニーズに応じた住宅が提供されることを基本と した上で、生
活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみな らず、福祉サービスを含
めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常 生活圏域）で適切に提供できるよう
な地域での体制」と定義する。その際、地域包括ケア圏域については、「おおむね 30 分
以内に駆けつけられる圏域を理想的な圏域として定義し、具体的には、中学校区を基本
とする。

地域包括ケア研究会（平成20年老人保健健康増進等事業）より

地域包括ケアの規定
国及び地方公共団体は、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域で、その有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及
び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の
軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した生活の支援のため
の施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進する
よう努めなければならない。

介護保険法第5条第3項



「在宅医療安全・あんしん2012」 厚生労働省医政局指導課在宅医療推進室資料より




